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【仮名】

【種類/毛色】

【生年月日】

※体重は、ハムスターのお届け日ものを当団体で記入いたします。
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トライアル期間
※ハムスターの

お届け日より起算し

当団体で記入いたします
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乙は当該ハムの業者への転売、動物虐待、殺傷、繁殖目的、放置虐待（給餌、給水をやめ当該ハムを衰弱させる等）など本契約書の趣旨に反する行為が認められた

場合や、乙にその疑いを抱かせるような行為や態度が認められた場合は、甲の要求に従い直ちに当該ハムを返還します。また責任を問われ法的措置を取られても異

存ありません。

甲は当該ハムの持病、病歴、健康状態など、譲渡時に判明している事項は乙に全て報告しました。（第一条備考欄に記載内容）

乙が本契約内容や里親申し込みフォームで同意したことを遵守しない場合や、甲との約束を厳守しない及び甲に虚偽の情報を伝えていたことが認められた場合を除

き、乙に対して甲は一方的に当該ハムの返還を求めません。

乙は当該ハムが死亡した場合及び、住所や連絡先が変更になった場合は速やかに甲に連絡をします。

乙及びその家族全員は、本契約に同意し、当該ハムの性格・習性を理解の上、家族の一員として最後まで責任を持って飼育します。

乙はいかなる理由をもっても飼育放棄はしません。万が一、経済的理由・健康問題など当該ハムを飼育できない事態が起こった場合は、必ず甲に報告します。やむ

なき事情で飼育が困難になった場合は、当該ハムを遺棄や行政処分に持ち込むことなく、速やかに甲へ連絡し、当該ハムを甲の事務所へ届けます。この場合の諸経

費及び交通費は乙負担とします。

乙は国に定められた動物飼育に関する法律や社会責任を果たし、他人に迷惑をかけない適性飼育を致します。

乙は常に当該ハムにあった適切な飼育環境を保つことを心がけ、怪我や病気をした場合は自己判断をせず、病院にて適切な医療ケアを施します。

乙は甲に適切な治療ケアの確認書類、あるいは証明書の提出を求められた際には、乙の負担にて速やかに提出しなければなりません。

乙は、トライアル中は一般社団法人ハムメディア仮会員(以下仮会員)とし、正式譲渡後は自動的に一般社団法人ハムメディア正会員(以下正会員)とします。会員は当該ハ

ムの引き渡し時に会員費として2,000円を納めることとし、有効期限は１年とします。有効期限内は、甲の募集する新たな里親への応募は不可とします。

第五条 

 一章（正式譲渡の条件について）

乙は里親申し込みフォームに同意したこと及び「推奨飼育環境」をトライアル期間中及び正式譲渡後も遵守します。

本契約に性別が記載されている場合、成長過程で性別が覆ることがあっても本契約は成立することとします。また、甲は性別が覆ることのないように、譲渡前の性

別確認に対し、最善の努力をするものとします。

本契約における譲渡条件は以下の通りとします。 

【備考】

第二条 （所有権について）

【体重】※ g　　　 推定   |   西暦20 　　 年　　 月　 　日・　　旬・不明

【性別】        ♂　・　♀  ・ 不明 /

譲 渡 契 約 書

譲渡人 一般社団法人ハムメディア（以下甲とする）と、譲受人（以下乙とする）は、甲所有ハムスター（以下当該ハムとする）に関する譲渡契約（以下「本契約」とす

る）を以下の通り締結します。

第一条 （譲渡ハムスターについて）

甲は乙が本契約書の内容を遵守することを条件に下記のハムスターの所有権を譲渡します。（トライアル期間中の所有権は甲に帰属します）

【HAM管理番号】 　　　    HAM

改定日2023年12月01日

当該ハムを引渡日から２週間をトライアル期間とし、乙はトライアル期間中は仮会員となる。その間に両者に異議がなければ、トライアル開始より１５日目に甲からの

正式譲渡の通知メールを以てトライアル期間を終了とし、甲は乙に正式に当該ハムの所有権を譲渡し、乙は正会員となる。正式譲渡の通知メールが乙に送られるまでの

所有権は甲に帰属します。（甲の指示によりトライアル期間を延長した場合は、甲からのメールに延長後のトライアル終了日を記載する）

乙は、所有権譲渡後に下記の事案が認められた場合、当該ハムの所有権は甲に戻され、当該ハムは甲に早急に返還することとします。尚、当該ハムの返還方法について

は、甲乙協議の上で定めるものとし、返還時の交通費等は甲乙各々が負担します。

　・本契約書記載内容に対しての違反が認められた場合

　・当該ハムの飼育に不都合な事実の隠蔽（経済・健康・環境・飼育方法等）があった場合

　・本契約書記載の住所、氏名等に虚偽の内容があった場合

　・住所変更に際し甲への住所変更通知を故意に怠った場合

開始：20　 年　 月　 日 から 終了予定：20　 年　 月　 日 まで

両者に異議がなければ開始日より15日目に甲より正式譲渡の通知メールを以てトライアル期間(仮会員)を終了とし

自動的に正会員とします。尚、正会員の有効期限はこの日より１年とします。

但し、トライアル期間は、状況に応じて甲からの指示で延長することもあります。

第三条（契約期間について）

本契約の期間は、本契約日から当該ハムの死亡又は乙の所有権消滅までとします。但し、当該ハムの死亡に不審な点が見られる場合には、事実関係の究明を法的措置の

完了までとします。

第四条 （会員について） 



□
１）

□
２）

□
３）

□
４）

□

５）

□
６）

□
７）

□

□ １）

□

２）

□ ３）

□

□

□

□

□

当会での個人情報の取り扱いは、個人情報保護法に則り、保護活動以外の目的には一切使用いたしません。ただし、紛争解決を目的とした捜査機関・裁判所への開示は

認めるものとします。また、紙媒体の書類は当会代表の自宅にて、厳重に保管いたします。電子化した書類(pdf)はすべてパスワード保護し、当会の代表及び理事以外は

閲覧できないようにいたします。

以上、本契約の成立を証するために本契約書を１通（控えとしてPDF化）作成し、甲乙署名捺印の上、甲は本契約書の原本を保有し、乙は本契約書のPDFを保有しま

す。

20　  年 　　　月　　　 日

第八条 （誠実協議事項について） 

本契約に定めのない事項、または本契約の解釈に疑義が生じた場合、甲乙の誠意ある努力・対応をもって解決するものとします。

第九条 （合意管轄について） 

本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して紛争が生じた場合、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第十条 （個人情報の取り扱いについて） 

トライアル期間中及び正式譲渡後の当該ハムにかかる食費、治療費などを含むすべての費用は乙の負担とします。

トライアル期間中、又は正式譲渡後、万が一やむなき事情で飼育が困難になった場合や、乙が家族および先住動物と当該ハムとの相性をみて不安を感じる、または

乙の自己都合の理由で当該ハムを甲へ返還したい場合、甲は返還に応じます。その場合、甲の事務所（千葉県松戸市）への返還となり、甲の事務所までの交通費な

ど返還にかかる費用はすべて乙の負担とします。 この場合の甲は、会員費の返金処理は行いません。

飼育環境を整える際に、乙が甲の指導の下購入したものに関しては、乙の負担とします。

乙は逃走防止のための管理を怠りません。乙は、万が一トライアル期間中及び正式譲渡後、過失により当該ハムを逃してしまった場合は、速やかに捕獲に努めると

ともに甲に連絡を取り、警察、保健所、動物愛護センター等に届け出ます。場合によっては、その法的責任を問われることがあります。

乙はトライアル期間中および正式譲渡後も、甲からの当該ハムの写真請求や面会請求があった場合には応じなくてはなりません。それにより飼育状況の改善要求が

出された場合には早急に対応し、当該ハムの飼育にふさわしい環境を整える義務を負います。

乙はトライアル期間中、当該ハムの死亡に不審な点が見受けられる場合は、甲は乙に対して乙の負担により獣医による死亡診断書の提出を求めることができます。

また、乙のトライアル期間中及び正式譲渡後の当該ハムの死亡について不審な点がある場合は、乙は法的にその責任が問われることがあります。

第七条 （契約解除） 

本契約書に定めた事項に違反が認められた場合、契約解除となり、乙は甲へ当該ハムを早急に返還します。

この場合、乙の自宅へでの引渡しになり甲に発生する交通費等は、甲の負担とします。万が一、乙が当該ハムの返還に応じない場合は、法的手続きを開始いたします。

また、契約解除の際は甲は乙に会員費の返金処理を行います。

乙はトライアル期間中および正式譲渡後の当該ハムによる咬傷事故等、またそれに関わる損害賠償請求が発生した場合については、甲はその責任を問われないもの

とし、乙が一切の責任を負い、乙自身が全ての対応するものとします。

乙はトライアル期間中、別紙で甲に指定された日にトライアル報告を行います。乙が甲に事前説明なくトライアル報告を行わず、報告回数が少なかった場合、トラ

イアル期間の延長や契約解除となります。正式譲渡後１年間は１ヶ月に１回、合計１２回を後述の日付に当該ハムの様子を撮影した写真と共に甲に報告します。本

契約 第五条 一章 11)は必須です。正式譲渡から1年経過後、合計１２回の報告で特に問題がなければ報告は任意とします。（合計１２回に満たない場合、報告を延

長します）また乙は、甲に報告提供した写真は、甲の活動で使用することを認めます。

乙はトライアル期間に問題（飼育方法・契約違反・飼育に関する甲からの依頼に従わない等）が発生し、甲からの申し出によりトライアル不成立となった場合は、

乙は甲に直ちに当該ハムを返還します。また、甲は乙に会員費の返金処理を行います。返還時の交通費等は甲乙各々が負担します。

第六条 （費用負担について） 

本契約にかかる費用は以下の通り負担するものとします。

乙はトライアル期間中および正式譲渡後の給餌回数は、１日１回以上及び、給水器の水は毎日交換すること。但し、旅行や入院などで自宅を空ける場合は、ペット

ホテルや、身内・知人などに預けるものとし、これに限らないものとします。

 二章（トライアル期間中(仮会員)、及び正式譲渡後の条件について）

甲 譲渡人 住所：〒271-0091 千葉県松戸市本町17-11 芹澤ビル6F

    氏名： 一般社団法人 ハムメディア  ㊞

連絡先： 080-9990-2578

乙 譲受人 住所：〒

    氏名： ㊞

連絡先： 

    緊急時連絡先：                                                   (続柄)

乙 後見人（必要な場合のみ）

続柄：乙の

 住所：〒

    氏名： ㊞

連絡先： 

身分証明書の内容を転記（乙本人）

□運転免許証（ ）

□保険証

□その他（ ）

その他補足事項

トライアル報告フォーム 里親報告フォーム

 温度管理にはくれぐれもご注意ください。一概には言えませんが、

特にゴールデン種は寒さに弱く、ロボロフスキーは暑さに弱いです

毎月の里親報告は

日です
完全譲渡になりましたら

里親報告のご協力をお願いいたします。

別紙トライアル報告予定表

サンプル


